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	A. 会計・税務


2013年個人所得税(PIT)の確定申告に関する案内
2014年01月24日、租税総局は2013年PIT確定申告について案内するオフィシャルレター第336/TCT-TNCN号を発行した。主な内容は以下のようである:

PIT確定申告する対象
· PIT課税所得を支払う組織·個人は委任した個人の代わりに確定申告を行わなければならない。
· 給与、報酬、経営、代理業、マルチレベルマーケティングから収入のある個人。

· 合弁・分割·破産などの企業·組織は合弁・分割·破産などの決定を出した日から45日以内に控除した税額に対してPIT確定申告を行う。
· 証券譲渡から生じる所得を有する居住者に対して、年末に課税所得の20%税率が適用する旨の要求がある場合、税確定申告を税務機関と直接に行う。証券譲渡から生じる所得を有する居住者が回ごとに譲渡価格の0,1%税率で納税し、20%税率でPIT額を再確定する希望がない場合には確定申告をする必要がない。
· 個人が確定申告の対象である場合に対して、確定申告の際に2013年の居住者であるかを判断するための「ベトナム滞在のための賃貸住宅を有する」基準が183日以上の賃貸契約を有するものである。

確定申告を会社に委任することができる場合
· 3ヶ月以上の労働契約を一箇所のみの組織·個人と締結し、実際に確定申告の委任時点に当該の組織·個人に勤め、賃金·給与から所得を有する個人（課税年度で勤務期間が12ヶ月未満の場合も含む）

· 賃金·給与から所得を有する個人が一箇所のみで組織で3ヶ月以上の労働契約を締結しながら非継続的な仕事、或いは住宅、土地使用権の賃貸から生ずる所得を有する個人。

確定申告を委任することができない場合
· 所得を支払う組織からすでにPIT源泉徴収証明書を個人に対して発行した場合、当該源泉徴収証明書を回収しない限り、当該個人が組織に確定申告を委任することができない。

· 確定申告を委任する条件を満たさない個人は自身で税務機関と直接に確定申告しなければならない。

扶養控除、課税所得の項目について

· 個人が当期で本人控除、扶養控除を当該年度で満12ヶ月で控除計算していない場合、確定申告時に満12ヶ月の控除を計算される。

· 扶養控除は扶養の義務が発生する月から控除を適用できる。

· 2013年01月01日から2013年06月30日までの期間の本人控除額：4,000,000 VND/月/人

· 2013年07月01日から2013年12月31日までの期間の本人控除額：9,000,000 VND/月/人

· 2013年の平均課税対象所得の算出方法：平均課税所得= (課税総所得 - 年間の控除額合計)/12ヶ月 

· 2013年の扶養控除額合計(満12 ヶ月の控除計算する場合) : (4,000,000 + 1,600,000 * 扶養者人数)* 6 ヶ月 + (9,000,000+3,600,000*扶養者人数) * 6ヶ月

· 会社から住宅賃貸料を支払われる個人に対して、課税対象所得を換算する根拠とする所得の計算は2013年10月(通達第111/2013/TT-BTC号の発効日)からではなく、2013年7月～2013年12月まで新しい計算方法が適用される。

PIT確定申告書の提出期限
オフィシャルレター第336/TCT-TNCN号によると、2013年の確定申告の書類の提出期限が2014年03月31日ものとする。

確定申告書類
· 2013年PIT確定申告の書類は2011年02月28日付通達第28/2011/TT-BTC号と共に発行される書式に従って使用しなければならない。

· また、オフィシャルレター第336/TCT-TNCN号は税務機関と直接に確定申告をすべき納税者及び所得を支払う組織に対して2013年PIT確定申告書類の提出先についても詳細に案内する。

インボイスに関する行政違反処分
2014年01月17日に、財務省はインボイスに関する行政違反処分を案内する通達第10/2014/TT-BTC号を発行した。
· 政令第109/2013/ND-CP号の第33条3項にて「自社印刷インボイスのソフトウエアの客観的なエラー」と言う概念について詳しく説明された。
· 自社印刷ソフトウエアの客観的なエラーはヒューマンエラーじゃなくて、ウィルス感染等によってマシンエラーが出たと確認される。

· 自社印刷ソフトウエアの客観的なエラーにより作成されるインボイスが偽とみなされ、当該のインボイス印刷ソフトウエアを供給した業者が警告処分される。

· 印刷契約書を締結したが、当該契約書の内容に不備がある場合に対する処罰を案内する。
· インボイス発行の届出をする前に規定に従ってインボイス紛失について報告しない場合に対する処罰を案内する。

インボイスに関する行政違反処分を案内する通達第10/2014/TT-BTC号は2014年03月02日より発効する。
商品販売·役務提供のインボイスについて案内する政令第04/2014/ND-CP号

2014年01月17日、政府は商品販売·役務提供のインボイスに関する政令第51/2010/ND-CP号を修正·補足する政令第04/2014/ND-CP号を発行した。注意すべき主な修正·補足点が以下のようである。
· 自社インボイスを印刷することができる条件：工業団地、経済区、輸出加工区、ハイテク区、法律の規定に基づいて設立される企業；或いは財務省の規定に従い定款資本を有する企業；或いは法律規定に従い生産·経営を行い公共企業は税コードを取得してから自社でインボイスを印刷することができる。

· 経営組織の自社インボイスを印刷することができる条件を補足する条件として、自社印刷インボイス利用申請書を提出し、税務機関の承認を得なければならない。
· 自社印刷インボイスと印刷会社に発注したインボイスに関するいくつかの規定を補足する。

本政令は2014年03月01日より発効する。
ベトナム法令ニュース
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